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学校給食の無償化についての要望書 

 

平素は、熊取町の学校教育行政にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、学校給食の実施にかかる経費については、学校給食法第 11 条第２項におい

て、人件費や施設・設備の修繕費を除く経費（学校給食費）は保護者の負担とされて

います。 

しかしながら、同法第１条には「児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判

断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、・・・食育の推進を図

ることを目的とする」と規定されており、学校給食の実施は教育の実施であり、学校

給食は教材となります。 

憲法第 26 条に掲げる義務教育無償の精神を実現するため、義務教育諸学校の教科用

図書の無償に関する法律に基づき義務教育教科書無償給与制度が実施されているよう

に、学校給食法の改正も含めた学校給食の無償化の早期実施が求められていたところ

です。 

これらの状況のもと、令和８年度より、小学校に通う児童の保護者への過度な負担

を軽減するために、一人あたり月額５２００円が国・府により交付されることとなり

ました。 

 この月額については全国調査のもとで決定されたとのことですが、食材費を含む物

価高が続く今日においては、依然として差があると言わざるをえません。 

 加えて、中学校に通う生徒の保護者の費用負担は変わらずそのままであり、早急な

制度設計が求められています。 

つきましては、小学校給食に関しては実勢価格に応じた交付金制度への拡充、中学

校給食に関しては小学校給食と同様の制度化をすすめること、もしくは学校給食法の

改正も含めた学校給食の完全無償化の早期実施について、要望いたします。 
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